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  校 長      竹内 幸延 

 

児童虐待の通告機関および相談窓口について 

 

１１月は、国が定めた児童虐待防止推進月間です。 

虐待は、子どもの体と心を大きく傷つける行為で、しつけではありません。 

次の４つに分類されます。 

 

 〇身体的虐待（なぐる、ける、たたく、深夜に戸外へ締め出すなど） 

 〇性的虐待（子どもへの性的行為など） 

 〇ネグレクト（育児放棄、食事を与えない、衣服や住居を不衛生のままに 

する、登校させない、病院へ行かせないなど） 

〇心理的虐待（大声や言葉による脅し、無視、子どもの目の前で家族に暴力 

をふるう面前ＤＶなど） 

 

法律では、虐待を受けているかもしれない子どもを見つけた場合、すべての 

国民に通告する義務が定められています。ご近所などで「虐待かもしれない」 

と思われた時は、迷わず裏面の通告機関や警察へ電話をしてください。 

私たち教職員は、児童虐待の早期発見のための努力義務があり、児童虐待を

発見または疑いのある時は、速やかに通告する義務があります。状況によって

学校は、保護者の同意なく、区役所や児童相談所、警察へ相談、通告します。 

  

本校では、７月にすべての教室で大阪市教育委員会が作成した児童虐待防

止啓発ＤＶＤ教材などを使って授業を行いました。授業では、一人ひとりが

大切な存在であること、悩みを抱え込まず相談することなどを伝えました。 

 

裏には、子ども自身の悩みや保護者の子育てに関する悩みを相談できる相

談機関の電話番号を載せています。保護者の皆様も、ひとりで抱えこまず、

子育てのお困りなどをぜひお話ください。 

裏に相談機関などの例を載せています  



 

相談機関などの例です  

 

【児童虐待の通告窓口】 

大阪市児童虐待ホットライン ☎０１２０－０１－７２８５  

休日を含めて２４時間対応  

 

 

【子ども向けの相談窓口】  

２４時間子どもＳＯＳダイヤル  ☎０１２０－０－７８３１０  

休日を含めて２４時間対応  

大阪市中央こども相談センター  

電話教育相談  子ども専用  

☎０６－４３０１―３１４０  

月～金  9:00～19:00 祝日・年末年始除く  

こどもの人権１１０番  ☎０1２０－００７―１１０  

月～金  8:30～17:15 祝日・年末年始除く  

チャイルドライン  ☎０1２０－９９―７７７７  

毎日  16:00～21:00 祝日・年末年始除く  

 

 

【保護者向けの相談窓口】  

大阪市中央こども相談センター  

電話教育相談  保護者専用  

☎０６－４３０１―３１４１  

月～金  9:00～19:00 祝日・年末年始除く  

浪速区役所  子育て支援室  ☎０６－６６４７―９８９５  

月～金  9:00～17:30 祝日・年末年始除く  

 

 

【夫婦間・パートナーからのＤＶ専門相談窓口】  

大阪市配偶者暴力相談支援センター  ☎０６－４３０５―０１００  

月～金 9:30～17:00 祝日・年末年始除く  

 

 


